
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省江の川下流出張所では、江の川で河川管理上支障と

なっている樹木伐採を行っていますが、処分コスト縮減と木材資

源の有効活用を目的に、伐採した木をご希望の方に無料で提供し

ます。 

 

○提供日時 

平成 25 年 5 月 20 日（月）～5月 31 日（金） 

9:00～16:30 まで 

○提供場所 

（１）江津市松川町市村地先 

（２）江津市桜江町川戸地先 

○提供樹木及び数量 

２箇所ともヤナギ等 それぞれ約 100 本程度 

※ 伐採木は 1ｍ程度の長さに切っております。 

 

●注意事項● 

・ 伐採木の提供を希望される方は、引取予定日までに事前に下記問い合わせ先まで連絡下さい。 

・ 伐採木は各個人にて積込・運搬を行って下さい。 

・ 引渡した伐採木は希望者にて利用し、転売、営利目的に使用しないで下さい。 

・ 引渡後の返却には応じる事ができません。また、違法行為（不法投棄等）のないよう各人の

責任において適切に管理して下さい。 

・ 積込、運搬時の事故及び運搬等にかかる費用及び提供後の使用等に関して国土交通省は一切

の責任、負担を追いません。 

 

江の川において 

伐採した木を提供 
します。

問い合わせ先: 国土交通省 浜田河川国道事務所 江の川下流出張所 

                    江の川下流出張所長 斉藤
さいとう

 一正
かずまさ

 

    （担当）  技術係長      森脇
もりわき

 央
ひさし

 

           TEL 0855-52-2926 
URL http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/ 

資料提供先：江津記者クラブ お知らせ 

２０１３年（平成２５年）５月１７日 



《位置図》
（１）江津市松川町市村地先

（２）江津市桜江町川戸地先
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